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令和 ８ 年 ２ 月 27 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １４ 　号）

　　　　石川海区漁業調整委員会
○石川海区漁業調整委員会公聴会規程の一部改正 　１
〇石川海区漁業調整委員会が行う意見の聴取に関する手
　続規程の一部改正 　１

　　　　内水面漁場管理委員会
○石川県内水面漁場管理委員会公聴会規程の一部改正 １
〇石川県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関す
　る手続規程の一部改正 ２

石川海区漁業調整委員会

石川海区漁業調整委員会規程第１号
　石川海区漁業調整委員会公聴会規程（昭和44年石川海区漁業調整委員会規程第３号）の一部を次のように改正す
る。
　　令和８年２月27日

石 川 海 区 漁 業 調 整 委 員 会　
　第５条を次のように改める。
（ 公 聴 会 開 催 の 公 示）

第  五 条 　 委 員 会 は 、 公 聴 会 を 開 催 す る と き は 、 そ の 期 日 の 五 日 前 ま で に 、 公 聴 会 の 日 時 、 場 所 及 び 案 件 を 公 示 し な け

れ ば な ら な い 。

２  　 前 項 の 公 示 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 閲 覧 に 供 す る と と も に 、 会 長 が 適 当 と 認 め る 場 所 に 掲 示 す る 方 法 に よ

り 行 う も の と す る 。

　第６条中「 前 条」を「 前 条 第 一 項」に、「 同 条」を「 同 項」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

石川海区漁業調整委員会規程第２号
　石川海区漁業調整委員会が行う意見の聴取に関する手続規程（平成６年石川海区漁業調整委員会規程第４号）の一
部を次のように改正する。
　　令和８年２月27日

石 川 海 区 漁 業 調 整 委 員 会　
　第５条第２項第１号中「への掲載」を「に登載する方法」に改め、同項第２号を次のように改める。
　⑵　インターネットを利用して閲覧に供する方法
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

内水面漁場管理委員会

石川県内水面漁場管理委員会規程第１号
　石川県内水面漁場管理委員会公聴会規程（平成６年石川県内水面漁場管理委員会規程第２号）の一部を次のように
改正する。
　　令和８年２月27日
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石川県内水面漁場管理委員会　
　第５条を次のように改める。
（公聴会開催の公示）
第 ５条　委員会は、公聴会を開催するときは、その期日の５日前までに、公聴会の日時、場所及び案件を公示しなけ
ればならない。
２ 　前項の公示は、インターネットを利用して閲覧に供するとともに、会長が適当と認める場所に掲示する方法によ
り行うものとする。
　第６条中「前条」を「前条第１項」に、「同条」を「同項」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

石川県内水面漁場管理委員会規程第２号
　石川県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程（平成６年石川県内水面漁場管理委員会規程第３
号）の一部を次のように改正する。
　　令和８年２月27日

石川県内水面漁場管理委員会　
　第５条第２項第１号中「への掲載」を「に登載する方法」に改め、同項第２号を次のように改める。
　⑵　インターネットを利用して閲覧に供する方法
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。


